
資料４ 

 

日高市障がい者緊急時短期入所事業（仮） 

 

障がい者の緊急時の受け入れ事業について 

現状： 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域生活支援拠点整備 

  「・」の事業所へは、日高市地域生活支援拠点事業（要綱作成中）に登録していただ

き、各種加算対象となるよう手続きを行うとともに、それぞれの機関が下記図のとお

り連携しながら事業を展開する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時の受入あり 

（児童などは法律上の定めもあり） 

日高市では緊急時の受け入れ先なし 

（支援区分があれば短期入所で対応可） 

高齢者 

児童 

ＤＶ避難者 

虐待児 

 

障がい者 

 

１ 相談支援体制 

・基幹相談（市障がい福祉課） 

・市内４相談支援事業所 

３ 緊急時の受入 

・ごんたやま 

障がい支援区分有⇒短期入所 

障がい支援区分なし⇒緊急受入対象 

（日高市障がい者緊急受入支援事業で対応） 

４ 体験の機会・場 

・市内各ＧＨ 

・就労移行事業所 

・生活介護事業所等 

２ 専門的人材の確保・養成 

・基幹相談（市障がい福祉課） 

・委託相談支援事業所 

５ 地域の体制づくり 

・市障がい福祉課 

・協議会の活用 


